
指定野菜価格安定対策事業②
【交付予約申込み】

独立行政法人農畜産業振興機構
野菜業務部 予約業務課



・交付予約とは、登録出荷団体又は登録生産者と機構との間で価格差補給交付金等の交付に
関する契約を締結する（事業に加入する）手続のことです。

【登録～交付予約の申込み～交付申請に係る大まかな手続の流れ】

③ ⑦
供給計画（当初/確定）

※ キャベツ、だいこん、たまねぎ、はくさい、
にんじん、レタスの交付予約を行う者のみ
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②産地強化計画
⑤予約希望数量

① 登録申込み
④ 緊急需給調整事業の申込み（※）
⑥ 交付予約の申込み
⑧ 負担金の納入
⑨ 交付申請書の提出
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1 登録申込み

3 産地強化計画 7 交付予約の申込み

10 交付申請書の提出

9 負担金の納入

5 緊急需給調整事業の申込み（※）

2 作付面積の報告

6 予約希望数量

4
供給計画（当初/
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【交付予約の申込期限】

※「単月」の業務区分の申込期限は、その月をこの表の対象出荷期間に含むものと同一とする。

・交付予約申込みは、年３回（期限：２月２０日、５月２０日、８月３１日）です。
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春 キ ャ ベ ツ ４ ～ ５ /15 夏 秋 キ ャ ベ ツ ７ ～ 10 冬 キ ャ ベ ツ 11 ～ 12 秋 冬 は く さ い 10

〃 ５ /16 ～ ６ 夏 秋 き ゅ う り ７ ～ ９ 〃 １ ～ ３ 〃 11 ～ 12

冬 春 き ゅ う り ５ ～ ６ 〃 10 ～ 11 冬 春 き ゅ う り 11/21 ～ 12 〃 １ ～ 3

秋 冬 さ と い も ６ ～ ７ 秋 冬 さ と い も ８ ～ ９ 〃 １ ～ ２ ば れ い し ょ 10 ～ 12

春 だ い こ ん ３ /16 ～ ６ 夏 だ い こ ん ７ ～ ９ 〃 ３ ～ ４ 〃 １ ～ ３

たま ねぎ （即 売 ） ４ 夏 秋 ト マ ト ７ ～ ９ 秋 冬 さ と い も 10 ～ 12 ばれいしょ (即売 ) １ ～ ３

〃 ５ ～ ６ 〃 （ ミ ニ ） ７ ～ ９ 〃 １ ～ ３ 冬 春 ピ ー マ ン 10/21 ～ 12

た ま ね ぎ ７ ～ 10 夏 秋 ト マ ト 10 ～ 11 秋 冬 だ い こ ん 10 ～ 12 〃 １ ～ ３

冬 春 ト マ ト ５ ～ ６ 〃 （ ミ ニ ） 10 ～ 11 〃 １ ～ ３ ほ う れ ん そ う 10 ～ 12

〃 （ ミ ニ ） ５ ～ ６ 夏 秋 な す ７ ～ ９ たま ねぎ （即 売 ） １ ～ ４ 〃 １ ～ ３

冬 春 な す ５ ～ ６ 〃 10 ～ 11 たま ねぎ （貯 蔵 ） 11 ～ 12 冬 レ タ ス 10/16 ～ 11

春 夏 に ん じ ん ３ /16 ～ ５ 秋 に ん じ ん ８ ～ 10 〃 １ ～ ３ 〃 （ 非 結 球 ） 10/16 ～ 11

〃 ６ ～ ７ 夏 ね ぎ ７ ～ ９ 冬 春 ト マ ト 11/21 ～ 12 冬 レ タ ス 12

春 ね ぎ ４ ～ ６ 夏 は く さ い ７ ～ ８ /10 〃 （ ミ ニ ） 11/21 ～ 12 〃 （ 非 結 球 ） 12

春 は く さ い ３ /16 ～ ６ 〃 ８ /11 ～ 10/15 冬 春 ト マ ト １ ～ ２ 冬 レ タ ス １ ～ ２

ばれいしょ（即売） ４ ～ ６ ほ う れ ん そ う ７ ～ ９ 〃 （ ミ ニ ） １ ～ ２ 〃 （ 非 結 球 ） １ ～ ２

ば れ い し ょ ７ ～ ９ 夏 秋 レ タ ス ８ ～ 10 冬 春 ト マ ト ３ ～ ４ 冬 レ タ ス ３

冬 春 ピ ー マ ン ４ ～ ６ /15 〃 （ 非 結 球 ） ８ ～ 10 〃 （ ミ ニ ） ３ ～ ４ 〃 （ 非 結 球 ） ３

夏 秋 ピ ー マ ン ５ /16 ～ ７ たま ねぎ （即 売 ） ８ ～ 12 冬 春 な す 11/21 ～ 12

〃 ８ ～ 10 〃 １ ～ ２

ほ う れ ん そ う ４ ～ ６ 〃 ３ ～ ４

春 レ タ ス ４ ～ ５ 冬 に ん じ ん 11 ～ 12

〃 （ 非 結 球 ） ４ ～ ５ 〃 １ ～ 3

夏 秋 レ タ ス ６ ～ ７ 秋 冬 ね ぎ 10 ～ 12

〃 （ 非 結 球 ） ６ ～ ７ 〃 １ ～ 3
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対象出荷期間
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8月31日2月20日 5月20日
野菜の種別 対象出荷期間 野菜の種別 対象出荷期間 野菜の種別

計 計計

対象出荷期間 野菜の種別



【業務区分】

業務区分

業務
対象
年間

申込
期限

資金造成単価(㎏当たり)
保証

基準額
(㎏当
たり)

最低
基準額
(㎏当
たり)

対象
野菜

対 象
市場群

対象
出荷
期間

一般補給資金造成単価 特別補
給資金
造成
単価

第Ⅰ

区分

第Ⅱ

区分

第Ⅲ

区分

円銭 円銭 円銭 円銭 円銭 円銭

春キャ
ベツ

北海道
ブロッ
ク

4月1日
から
5 月 15
日まで

令和4
年4月1
日から
令和6
年5月
15日ま
で

2月
20日

28.76 25.57 22.37 3.20 96.00 64.04
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• 業務区分は、①対象野菜、②対象市場群、③対象出荷期間の３つの要素により構成されて
います。

• 業務区分は、事業を実施する上での基本的な単位であり、交付予約申込み、平均販売価額
の算定、資金の管理、価格差補給交付金等の交付の業務等は、すべてこの業務区分ごとに
行われます。



【産地区分①】

第Ⅰ区分

次の(1)及び(2)の案件を満たす出荷団体等
(1)次の①又は②に該当する場合
① 産地強化計画（加工・業務用野菜を安定供給するための目標及び取組内容その他必要な
事項を記載したものに限る。以下「加工・業務用推進タイプの産地強化計画」という。）を
策定していること。
②次のア及びイの要件を満たす場合（直近３カ年に交付予約を行っているものに限る。）
ア 交付予約を行う事業年度の前年度以前における直近３カ年の各年度ごとの計画的出荷割
合が100分の120未満であって、当該３カ年の各年度ごとの計画的出荷割合の平均が100分の
110未満であること。
イ 産地強化計画（加工・業務用推進タイプの産地強化計画を除く。）を策定していること。
(2)前年度に緊急需給調整事業が実施された際に、対象品目の出荷があり、かつ緊急需給調
整事業を実施した出荷団体等

第Ⅱ区分
次の(1)及び(2)又は(3)の要件を満たす出荷団体等
(1) 第Ⅰ区分の（１）の②のアに該当しないこと。
(2) 産地強化計画（加工・業務用推進タイプの産地強化計画を除く。）を策定していること。
(3) 前年度に第Ⅰ区分とされた出荷団体において、原則として、緊急需給調整事業が実施さ
れた際に、対象品目の出荷があり、かつ緊急需給調整事業を実施しなかった場合

第Ⅲ区分 次の(1)又は(2)に該当する場合
(1) 産地強化計画を策定していない出荷団体等
(2) 前年度に第Ⅱ区分とされた出荷団体において、原則として、緊急需給調整事業が実施さ
れた際に、対象品目の出荷があり、かつ緊急需給調整事業を実施しなかった場合 4

・農林水産省が、以下の表により、毎年度、産地を出荷団体等の計画的な出荷の取組状況に
応じて３区分に区分します。この３区分を「産地区分」といい、適用される産地区分は、保
証基準額と平均販売価額との差額に乗ずる補てん率と連動しています。



【産地区分②】

産地区分 適用される補てん率

第Ⅰ区分 ９０％

第Ⅱ区分 ８０％

第Ⅲ区分 ７０％

補てん対象と補てん率の関係
【計算例】補てん対象 ⇒ 保証基準額 － 平均販売価額 ＝ 100円/ kg の場合

産地区分別補てん率

最低基準額

拡 大保証基準額

補てん対象

5

・産地区分は、毎年度見直しが行われますので、より手厚い補てんを受けるためには、計画
的な出荷を積み重ねていくことや主要な産地では需給調整の取り組みが重要となります。

100㌧の出荷数量であれ

ば、第Ⅰと第Ⅲの補てん

金の差は,最大200万円

第Ⅱ区分

第Ⅰ区分 ９０円/ｋｇ

第Ⅲ区分

平均販売価額

保証基準額

８０円/ｋｇ

７０円/ｋｇ

１００円/ｋｇ



＜負担金の基本的な計算＞
・資金造成単価×交付予約数量＝資金造成計画額計
・登録出荷団体等、道府県、国の負担するべき割合は下表のとおり

・過去の交付金交付状況を勘案し、登録出荷団体等及び道府県は、負担を軽減する措置
（負担率）を講じています。

【負担金の基本的な考え方】

対象野菜 負担率

秋にんじん、夏はくさい、冬レタス 10分の10
秋冬はくさい、冬春ピーマン、夏秋レタス 10分の９
春だいこん、夏秋なす、春夏にんじん、夏秋ピーマン、ばれいしょ 10分の８
夏秋キャベツ、冬キャベツ、秋冬だいこん、たまねぎ、冬にんじん、夏ねぎ、春はくさい、
春レタス、

10分の７

冬春トマト 10分の６
春キャベツ、夏秋きゅうり、冬春きゅうり、秋冬さといも、夏だいこん、夏秋トマト、冬春
なす、春ねぎ、秋冬ねぎ、ほうれんそう

10分の５

• 負担金の納入期限は、交付予約の申込みをした業務区分の対象出荷期間の開始日の前日の
10日前の日（その日が休日等に当たるときは、その日後最初に到来する休日等以外の日）
です。実務上は、機構が発行する納入通知書に記載されている納入期日までに納付してく
ださい。

• 負担金を納入期限までに納付しなかった場合、延滞金が発生します。
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負担金 納付金 補助金
計

登録出荷団体等 道府県 国

重要野菜 17.5％ 17.5％ 65.0％ 100％

調整野菜・一般指定野菜 20.0％ 20.0％ 60.0％ 100％



【追加造成の仕組み】

①100万円の資金造成する場合、生産者が20万円、道府県が20万円、国が60万円負担するの
が基本ですが、負担率が50％の対象野菜の場合は、生産者10万円、道府県の10万円の負担
となります。

②交付金が交付額80万円となった場合、生産者、道府県及び国が、2：2：6の負担割合で計
算するため、生産者16万円、道府県16万円、国48万円を資金造成額から交付することにな
りますが、上記➀では不足が生じます。
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＝

②交付金交付額
80万円

追加造成（例の場合６万円）して、
80万円の交付金を受けるか、
追加造成せずに、50万円（生産者
10万円、道府県10万円、国30万
円）の交付金を受けるか、選択。
⇒追加造成する場合は、県・県法
人に確認の上、負担金を納入。
※道府県は、業務区分毎の資金管理ではないため、
県法人に係る負担軽減による造成必要額の全額が
不足しない限り追納する必要ありませんが、追加
造成の頻度が多く、道府県の資金の不足が生じる
可能性がある場合は、納付金納付の時期を早めて
いただくことがあることにご留意ください。１６万円 １６

万円
４８万円

生産者 道府県 国
２０万円 ２０万円 ６０万円

①計画によ
る資金造成
100万円

足りない

６０
万円実質的な

負担額
１０

万円
１０

万円

負担率
50％

生産者、道府県及び国が、2：2：6の負担割合（※）で資金を積み立てますが、一部の対
象野菜については、過去の交付金交付状況を勘案し、生産者、道府県の負担を軽減する措
置（負担率）を講じています。この場合、追加造成が選択できます。
( ※ キャベツ、たまねぎ、秋冬だいこん、秋冬はくさいは、1.75：1.75：6.5  ) 

使えるのは
30万円



【納付金納付の注意点】
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• 道府県の資金は、道府県の補助を受けた県法人から納付金として造成されます。
• 納付金納付の納入期限は、３月31日まで。
• 現金での資金造成以外に債務負担行為の形式による補助も認められています。

【注意点】
・本事業は、生産者が負担金を道府県が県法人を経由して納付金を納付した場合に、国が資金
を造成する事業ですので、期日までに造成に必要な額を納付願います。

・前ページの追加造成について、道府県においては、業務区分ごとの資金管理ではないため、
県分の負担軽減による造成必要額の全額が不足しない限り、生産者による負担金のように交
付金交付前に追納する必要はありません（追加造成を行われなかった翌年の差引資金造成額
に加算されます）。

⇒ただし、追加造成が多数生じた場合、道府県の資金不足が生じる可能性があることにご留意
ください。この場合、納付金納付の時期を早めていただく必要があります。

・債務負担行為を導入されている道府県におかれましては、歳出化が必要になる場合があるこ
とにご留意ください。

・機構は、価格差補給交付金等の交付に必要な資金に不足が生じた場合（債務負担行為の形式
が導入されているときは、その歳出化が必要となった場合を含む。）には、当該不足額に相
当する額が充当されるまでの間は、価格差補給交付金等の交付を停止することがあることを
ご承知おきください。



申込み区分 最低基準額の設定額

特例申込み７０ 平均価格の７０％

特例申込み６５ 平均価格の６５％

標準申込み 平均価格の６０％

特例申込み５５ 平均価格の５５％

特例申込み５０ 平均価格の５０％

【オプション申込み】

• 本事業は、生産者の経営安定を支援するため、①特例申込み、②特別補給交付金等の交
付の申込み、③生産資材費高騰の特例申込み、④加工業務用対応の申込みのオプション
申込みがあります。

• オプション申込みをされる際には、生産者の負担金だけではなく、道府県の納付金にも
影響するため、道府県と相談の上、予約希望の内容を決めてください。
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①特例申込み
最低基準額は、平均販売価額の下落による補てん範囲の下限額であり、業務区分ごとに平均

価格の50％、55％、60％（標準）、65％及び70％に相当する額の中から産地の実情に応じて登
録出荷団体等が自主的に選択できることとなっています。
ただし、特例申込み５０、特例申込み５５（重要野菜は除く。）の申込みは、産地強化計画

を作成していなければ申し込むことができません。

補てん範囲・経費負担

狭い・小さい

広い・大きい



・令和２年8月申込みから対象出荷期間全体の発動要件が、６％未満から10％未満
に緩和されました。

・特別補給交付金を申し込むことで、より大きな補てんを得られます。

②特別補給交付金等申込み
特別補給交付金とは、計画出荷を達成した場合に保証基準額と平均販売価額との差の10％を

上乗せされる加算金です。ただし、キャベツ、たまねぎ、秋冬だいこん、秋冬はくさい以外は、
事前の申し込みが必要です。
特別補給交付金の交付を受けるための申込みをする場合、生産者の負担金及び道府県法人の

納付金が増えるため、予約希望数量の取りまとめの際に、関係者間で調整をしてください。
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【例】・『冬春トマト』の補てん対象数量が『100t』、供給計画数量が『100t』、出荷実績が『100t』
・保証基準額と平均販売価額との差額：20円/kgの10%が特別補給交付金

一般補給交付金
【１，８００千円】

１００ｔ出荷

国 １，０８０千円

道府県 ３６０千円

生産者 ３６０千円

特別補給交付金
【２００千円】

合計
【２，０００千円】

国 １２０千円

道府県 ４０千円

生産者 ４０千円

【対象要件】
交付予約の申込みを行っている対象野菜及び対象出荷期間ごとに、供給計画数量と出荷数量の
それぞれの合計を比較した結果の乖離の度合いが、対象出荷期間全体で１０％未満であり、か
つ、月別で20％未満の月が３分の２以上を占めていると認定されたものが対象



【参考①：乖離の度合いによる交付金交付の減額】
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乖離の度合い 認定区分 一般補給金の交付率

20%未満 Ａ 10/10

20％～30％ Ｂ 8/10

30％～40％ Ｃ 7/10

40％～50％ Ｄ 6/10

50％～60％ Ｅ 5/10

60％以上 Ｆ 4/10

• 令和２年８月申込みから計画出荷の促進のため、乖離の度合い及び交付率が見直されまし
た。

• 計画出荷の達成度合いで、受け取れる交付金額に大きな差が生じます。



【参考②：乖離の度合いによる交付金交付の減額】

12

• 交付予約の申込みを行っている対象野菜及び対象出荷期間ごとに、供給計画数量と出荷
数量のそれぞれの合計を比較した結果を基準に、業務区分ごとに乖離の度合いを認定す
る方式に令和2年8月申込みから変更となりました。

• 交付予約の申込みを行っている対象野菜及び対象出荷期間を単位に、合計を意識した供
給計画数量を策定すること、これを踏まえた出荷実績を目指すことが重要です。

対象市場群
（ブロック）

冬 レ タ ス
（ 結 球 ）

北 海 道 1.1～2.28 1,290 700 750 -42% D 1,290 700 750 -42% A

冬 レ タ ス
（ 結 球 ）

東 北 1.1～2.28

冬 レ タ ス
（ 結 球 ）

関 東 1.1～2.28 780 500 820 5% A 780 500 820 5% A

冬 レ タ ス 北 陸 1.1～2.28

冬 レ タ ス
（ 結 球 ）

東 海 1.1～2.28 330 150 200 -39% C 330 150 200 -39% A

冬 レ タ ス
（ 結 球 ）

近 畿 1.1～2.28 840 300 970 15% A 840 300 970 15% A

冬 レ タ ス
（ 結 球 ）

中 国 1.1～2.28

冬 レ タ ス 四 国 1.1～2.28 40 40 50 25% B 40 40 50 25% A

冬 レ タ ス
（ 結 球 ）

九 州 1.1～2.28 120 50 100 -17% A 120 50 100 -17% A

冬 レ タ ス
（ 結 球 ）

沖 縄 1.1～2.28

3,400 1,740 2,890 -15%

冬レタスの北陸ブロック及び四国ブロックは、「指定野菜価格安定対策事業の推進について」の別表の（注）に基づき、冬レタス（結球）とみなして算出。

対象野菜 対象出荷期間

供給計画
数量
（A)

予約数量
（B)

出荷数量
（C)

認定
乖離度

（C-A)/A

乖離度認定の例（冬レタス（結球））

合計

乖離度
（C-A)/A 認定

供給計画
数量
（A)

予約数量
（B)

出荷数量
（C)

業 務 区 分 令和２年５月申込みまでの乖離の度合い 令和２年８月申込みからの乖離の度合い



（参考）「指定野菜価格安定対策事業の推進について」の別表の（注）により、合算単位を整理する対象のイメージ

春・夏秋・冬レタス（結球）の合算単位 春ねぎの合算単位 夏ねぎの合算単位 秋冬ねぎの合算単位

北海道 北海道 北海道 北海道

東北 北陸 北陸 北陸

関東 四国 四国 四国

東海 沖縄 九州 沖縄

近畿 沖縄

中国 東北 東北

九州 関東 東北 関東

沖縄 東海 関東 東海

東海

北陸

四国

春ねぎ（白）の合算単位
夏ねぎ（白）の合算単位 秋冬ねぎ（白）の合算単位

春ねぎ
（白ねぎ（こねぎを除く））

近畿

夏ねぎ
（白ねぎ（こねぎを除く））

近畿
秋冬ねぎ

（白ねぎ（こねぎを除く））
近畿

中国

九州
夏ねぎ

（ 白ねぎ）
中国

中国

九州

春ねぎ（青）の合算単位 夏ねぎ（青）の合算単位 秋冬ねぎ（青）の合算単位

春ねぎ
（青ねぎ（こねぎを除く））

近畿
夏ねぎ

（青ねぎ（こねぎを除く））
近畿

秋冬ねぎ
（青ねぎ（こねぎを除く））

近畿

中国
夏ねぎ

（ 青ねぎ）
中国

中国

九州 九州

秋冬ねぎ

（こねぎを除く）夏ねぎ

（こねぎを除く）

レタス

春ねぎ
（ 白ねぎ） 秋冬ねぎ

（ 白ねぎ）

春ねぎ
（ 青ねぎ）

秋冬ねぎ
（ 青ねぎ）

レタス（結球）

春ねぎ
夏ねぎ

秋冬ねぎ

春ねぎ

（こねぎを除く）
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• レタスとねぎの交付予約申込みを行っている登録出荷団体又は登録生産者は、以下の
イメージを参考にしてください。



③生産資材費高騰申込み
野菜の価格下落時において、生産資材費が高騰した場合、その影響を緩和するための仕組み

として、生産資材費高騰の特例申込みを措置しています。具体的には、平均販売価額が保証基
準額を下回った場合であって、かつ、生産資材費が高騰している場合、保証基準額を平均価格
の 95％に相当する額まで引き上げ、この額との差額に産地区分に応じた補てん率を乗じた額を
単価として価格差補給交付金等が交付されます。

補てん対象の拡大

【通常】
平均販売価額

保証基準額

補てん対象【平均価格の90％】

最低基準額

【平均価格の60％】

平均販売価額

【生産資材費の高騰時】

【５％ＵＰ】

補てん対象

最低基準額の引上げ

【５％ＵＰ】

［仕組みのイメージ］

【対象となる野菜】
冬春きゅうり、冬春トマト、冬春なす、冬春ピーマン、夏秋きゅうり、夏秋トマト、
夏秋なす、春夏にんじん、夏秋ピーマン及び冬レタス（対象出荷期間10/16～11 を除く）
【申込みの条件】
資材低減に係る産地強化計画を策定していること。
（この特例申込みによって追加負担が発生することはありません。）

資材費高騰の計算方法や計算結果は機構
HPにて公表 14



④加工業務用対応の申込み
調整野菜・一般指定野菜における特例申込み50 又は55 の資金造成計画額のうち、標準申込

みの最低基準額（重要野菜の場合は特例申込み55）と当該特例申込みの最低基準額との差に相
当する額の道府県及び登録出荷団体等の負担割合は、下表の左のとおり通常よりも高くなりま
す。しかし、加工・業務用推進タイプの産地強化計画を策定しているときは、通常の負担割合
が適用されます。
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加工業務用推進タイプの産地強化計画を策定した場合加工業務用推進タイプの産地強化計画を策定していない場合

【対象となる申込み】
調整野菜・一般指定野菜の特例申込み50又は55
重要野菜の特例申込み50
【申込みの条件】
加工業務用対応の産地強化計画を策定していること

負担者区分

対象野菜の種類

負担金 納付金 補助金
計

登録出荷団
体等

道府県 国

重要野菜 17.5％ 17.5％ 65.0％ 100％

特例申込み50加算額
（特例申込み55の最低基準額との差
額に相当する額）

25.0％ 25.0％ 50.0％ 100％

調整野菜・一般指定野菜 20.0％ 20.0％ 60.0％ 100％

特例申込み50・55加算額
（標準申込みの最低基準額との差
額に相当する額）

25.0％ 25.0％ 50.0％ 100％

負担金 納付金 補助金
計

登録出荷団体
等

道府県 国

17.5％ 17.5％ 65.0％ 100％

20.0％ 20.0％ 60.0％ 100％


